
 

 

 

 

 
 

 
 

働き方改革推進支援助成金を受けて、「専門家派遣」と「窓口相談会」を 

実施いたします。会員企業の皆様のご利用をお待ちしております！ 

 

 

 
 

企業訪問による個別相談を希望される事業主に対して 

専門家を派遣します ! （原則３回まで） 
 

 

■ 開設日時 ■ 

毎週水曜日（午前枠 10:00～12:00、午後枠 14:00～16:00）※祝日、年末・年始は除く 

■ 相談窓口 ■ 島根県教育会館「５階会議室」（松江市母衣町 55番地２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家派遣・窓口相談会 のご案内 

令和５年度働き方改革推進支援助成金事業（団体推進コース） 

本件に関するお問い合わせ先 

（一社）島根県経営者協会（西村、古浦） 

〒690-0886 松江市母衣町 55 番地４島根県商工会館４階 

（TEL）0852-21-4925（FAX）0852-26-7651（mail）hatarakikata@shimanekeikyo.com 

島根県経営者協会 検索 

裏面 

予約申込書 

（FAX用） 

ー専門家派遣・窓口相談会で が相談できるの？ー 

● 働き方改革への取組み方法について 

● 労働時間・休暇制度の見直しについて 

● 同一労働同一賃金への対応について 

● 賃金引上げへの取組みについて 

● 人手不足対策について 

● 助成金の活用について など 

社会保険労務士、中小企業診断士、キャリアコンサルタント等が対応します 

* １回の相談は、午前枠・午後枠の各時間内でお願いします 

* 事前予約は不要ですが、相談時間が重なった場合は予約の方を優先します 

* 相談日当日は、直接相談窓口(教育会館)までお越しください 

（一社）島根県経営者協会 

島根県経営者協会 

 限定 
注:本事業は令和６年２月 10 日で終了します 専門家派遣（巡回指導） 

 

島根県経営者協会へ  

まずはお電話ください 

 
専門家派遣・窓口相談ともに 

ご利用は無料です！ 窓口相談会 



 

 

 

 
 
 

（一社）島根県経営者協会 行 【FAX】0852-26-7651 
 

                      申込日 令和  年  月  日 

 
 

【いずれかに☑をしていただき、派遣・来所希望日時をご記入ください。】 
 

□ 専門家派遣 

派遣希望日時 ※専門家派遣の可能期間は令和６年２月 10 日までです。 

【第１希望】 令和   年   月   日（  ）   ：   ～ 

【第２希望】 令和   年   月   日（  ）   ：   ～ 

□ 窓口相談 

来所希望日時 ※相談窓口の開設日時は、毎週水曜日の 10:00～12:00 及び 14:00～16:00 です。 

【第１希望】 令和   年   月   日（ 水 ）   ：   ～ 

【第２希望】 令和   年   月   日（ 水 ）   ：   ～ 

※申込書到着後、事務局からご連絡させていただきます。  

【共通記載事項】 
 

事業所名  

所在地 

    
〒    － 

TEL  FAX  

Mail ＠ 

主な事業内容  従業員数        名 

フリガナ 

担当者氏名 

 

部署・役職  
 

相談内容 

（複数選択可） 

□ 働き方改革への取組方法について   □ 賃金引上げへの取組について 

 □ 労働時間・休暇制度の見直しについて □ 人手不足対策について 

□ 同一労働同一賃金への対応について  □ 助成金の活用について 

□ その他（                ） 

ご要望など  

※この申込書にてお預かりした個人情報につきましては、本事業以外の目的で使用することは一切ありません 

専門家派遣・窓口相談申込書 


